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大工志塾事務局：一般財団法人住宅産業研修財団
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-7-7 ６F
TEL: 03-6273-2585  FAX: 03-6273-2595
MAIL: daiku@jaho.or.jp
登録番号: T6-0104-0500-6271

YouTubeInstagram 大工志塾
ホームページ詳細はHPを

ご覧ください
インスタグラムも
やってます！

入塾資格

募集人員

授業料
（年間）

指導報酬
（年間）

入塾申込

提出先

木造伝統構法に関する大工技術・技能の習得・継承に志を有する方を募集しています。
【工務店に就業している、もしくは入社予定の方】
工務店の職員（雇用保険等への加入等により、実際に就業していることが認められる者）等である大工職人、見習い等であること
【工務店に就業していない方】
一定の経験及び技量を有する大工職人等であること
その他、「健康であること」および「入塾年度の前年度の末日において、満15歳以上であること（ただし、未成年の場合は、保護者が
入塾に同意していること）」

工務店修業（OJT）を行う場合は、塾生の所属工務店と財団が役務契約を締結し、選定された指導棟梁から日常業務を通じて塾
生に技術指導いただき、その指導報酬をお支払いします。  （年間20万円）（注）消費税は別途加算になります。

次の書類を大工志塾事務局に請求の上、郵送によりご提出ください。毎年5月31日（必着）
【工務店に就業している、もしくは入社予定の方】 
①入塾願書  ②塾生推薦書兼所属工務店登録書  ③雇用保険被保険者証通知書（写し）あるいは在職又は就業内定を確認できる書類
【工務店に就業していない方】 
①入塾願書
上記の応募書類等により入塾資格への適合を確認し、結果をお知らせします。

初級・中級・上級　各30万円程度  ※（注）消費税は別途加算になります。

全国６教室（東京・名古屋・大阪・福岡・長野・新潟）で開講（予定）  各教室10名程度

※工務店修業（OJT）を行う塾生と、行わない塾生（一人親方を含む）で授業料が異なります。詳しくは募集要項をご覧ください。
※お支払方法については、募集要項をご覧ください。
※授業料は、補助期間中の補助対象外経費のほか、補助事業期間外の塾運営費に充てられます。

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-7 6F
一般財団法人住宅産業研修財団　大工志塾事務局　宛

https://www.daikushijuku.com

　これまで大工志塾は、工務店の職員等である若手大工、見習い
等を対象に人材育成をしてきましたが、令和7年度より、工務店に就
業していない個人事業主の大工職人（いわゆる一人親方）へも入
塾の道を開くことといたしました。
　大工志塾独自の育成プログ
ラムでは、独学では習得が難し
い実践的な墨付け刻みの研修
に力を入れており、工務店への
所属の有無にかかわらず、伝
統的な大工技術・技能、それに
要する知識を身に付けることが
できます。これから墨付け刻み
の大工の技でスキルアップした
い一人親方のみなさんの入塾
をお待ちしております。なお、入
塾の手続き等については募集
要項をご覧ください。

一人親方にも入塾の門戸を
開放しています。

フリーランス

　大工志塾の講義・集合研修の時間以外に、大工技術の個別指導が
可能な認定講師を紹介する「講師ライセンス制度」を開始しました。認
定講師は主に大工志塾の講師経験者で、受講者のご要望に応じて伝
統の大工の技を伝授します。一人親方など工務店で教わる機会の無
い大工職人が墨付け刻みを練習する
際の個別指導もできます。
この制度は大工志塾とは別事業であ

り、受講者と認定講師が相談して指導
内容を決め、講師に指導料金を直接お
支払いいただくことになります。詳細は、
大工志塾ホームページをご覧ください。

大工志塾の講義以外でも
学びたい人を支援します。

認定講師制度について

【認定証】【認定カード】
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※お問合せは随時受付中入塾のご案内




